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（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）

第
一
条
の
二

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、
生
活
介
護
、
自

立
訓
練
及
び
就
労
移
行
支
援
と
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
者
）

第
二
条
の
二

法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
者
は
、
次
条
に
規
定
す
る
施
設
に
お

い
て
、
機
能
訓
練
、
療
養
上
の
管
理
、
看
護
及
び
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
介
護
そ
の
他
必
要
な
医
療
並
び
に

日
常
生
活
上
の
世
話
を
要
す
る
障
害
者
で
あ
っ
て
、
常
時
介
護
を
要
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
二
条
の
三

法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
病
院
と
す
る
。

（
法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
者
）

第
二
条
の
四

法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
者
は
、
次
条
に
規
定
す
る
施
設
に
お

い
て
、
入
浴
、
排
せ
つ
及
び
食
事
等
の
介
護
、
創
作
的
活
動
及
び
生
産
活
動
の
機
会
の
提
供
そ
の
他
の
支
援
を
要

す
る
障
害
者
で
あ
っ
て
、
常
時
介
護
を
要
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
二
条
の
五

法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
障
害
者
支
援
施
設
そ
の
他
の
次

条
に
定
め
る
便
宜
を
適
切
に
供
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
す
る
。

（
法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
）

第
二
条
の
六

法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
は
、
入
浴
、
排
せ
つ
及
び
食
事
等
の

介
護
、
調
理
、
洗
濯
及
び
掃
除
等
の
家
事
、
生
活
等
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
日
常
生
活
上
の

支
援
並
び
に
創
作
的
活
動
及
び
生
産
活
動
の
機
会
の
提
供
そ
の
他
の
身
体
機
能
又
は
生
活
能
力
の
向
上
の
た
め
に

必
要
な
支
援
と
す
る
。

第
三
条
中「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）」を
削
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
法
第
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
五
条

法
第
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
障
害
者
支
援
施
設
、
児
童
福
祉
法
第

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
そ
の
他
の
次
条
に
定
め
る
便
宜
の
供
与
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る

施
設
と
す
る
。

第
六
条
中
「
保
護
」
を
「
支
援
」
に
改
め
、
第
一
章
中
同
条
の
次
に
次
の
十
三
条
を
加
え
る
。

（
法
第
五
条
第
九
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
者
等
）

第
六
条
の
二

法
第
五
条
第
九
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
者
等
は
、
常
時
介
護
を
要
す
る
障
害

者
等
で
あ
っ
て
、
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
四
肢
の
麻
痺
及
び
寝
た
き
り
の

状
態
に
あ
る
も
の
並
び
に
知
的
障
害
又
は
精
神
障
害
に
よ
り
行
動
上
著
し
い
困
難
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
五
条
第
九
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）

第
六
条
の
三

法
第
五
条
第
九
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、
居
宅
介
護
、
重

度
訪
問
介
護
、
行
動
援
護
、
生
活
介
護
、
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
短
期
入
所
、
共
同
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就

労
移
行
支
援
及
び
就
労
継
続
支
援
と
す
る
。

（
法
第
五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
）

第
六
条
の
四

法
第
五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
は
、
共
同
生
活
を
営
む
べ
き
住
居
に

入
居
し
て
い
る
障
害
者
に
つ
き
、
入
浴
、
排
せ
つ
又
は
食
事
等
の
介
護
、
調
理
、
洗
濯
又
は
掃
除
等
の
家
事
、
生

活
等
に
関
す
る
相
談
又
は
助
言
、
就
労
先
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
連
絡
そ
の
他
の
必
要
な
日
常
生
活
上
の
支
援
と

す
る
。

（
法
第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
）

第
六
条
の
五

法
第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
障
害
者
に
対
し
て
行
う
入
浴
、
排
せ
つ
及
び
食
事
等
の
介
護
、
生
活
等
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言
そ
の
他

の
必
要
な
日
常
生
活
上
の
支
援
と
す
る
。

一

生
活
介
護
を
受
け
て
い
る
者

二

自
立
訓
練
又
は
就
労
移
行
支
援
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
訓
練
等
」
と
い
う
。）を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ

て
、
入
所
さ
せ
な
が
ら
訓
練
等
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
か
つ
効
果
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
又
は
地
域

に
お
け
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
状
況
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
通
所
に
よ
っ
て
訓

練
等
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
も
の

（
法
第
五
条
第
十
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
）

第
六
条
の
十
一

法
第
五
条
第
十
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
は
、
訪
問
等
の
方
法
に

よ
る
障
害
者
等
、
障
害
児
の
保
護
者
又
は
障
害
者
等
の
介
護
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
五
条
の
十
に

お
い
て
「
介
護
者
」
と
い
う
。）に
係
る
状
況
の
把
握
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
並
び
に
相
談
及
び
指
導
、

障
害
者
等
、
障
害
児
の
保
護
者
又
は
介
護
者
と
市
町
村
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
（
法
第
二
十
九
条

第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、医
療
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
、

地
域
に
お
け
る
障
害
福
祉
に
関
す
る
関
係
者
に
よ
る
連
携
及
び
支
援
の
体
制
に
関
す
る
協
議
を
行
う
た
め
の
会
議

の
設
置
そ
の
他
の
障
害
者
等
、
障
害
児
の
保
護
者
又
は
介
護
者
に
必
要
な
支
援
と
す
る
。

（
法
第
五
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
六
条
の
六

法
第
五
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
訓
練
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

自
立
訓
練
の
う
ち
身
体
機
能
の
向
上
に
係
る
も
の
（
以
下
「
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）」
と
い
う
。）
一
年

六
月
間

二

自
立
訓
練
の
う
ち
生
活
能
力
の
向
上
に
係
る
も
の
（
以
下
「
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）」
と
い
う
。）
二
年

間
（
長
期
間
入
院
し
て
い
た
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
由
の
あ
る
障
害
者
に
あ
っ
て
は
、
三
年
間
）

（
法
第
五
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
）

第
六
条
の
七

法
第
五
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
訓
練
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
便
宜
と
す
る
。

一

自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）

身
体
障
害
者
（
障
害
児
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
き
、
障

害
者
支
援
施
設
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
事
業
所（
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）又
は
当
該
身
体
障
害
者
の
居
宅
に
お
い
て
行
う
理
学
療
法
、
作
業
療
法
そ
の
他
必
要
な
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
、
生
活
等
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援

二

自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）

知
的
障
害
者
（
障
害
児
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
精
神
障

害
者
（
障
害
児
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
き
、
障
害
者
支
援
施
設
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
又
は
当
該
知
的
障
害
者
若
し
く
は
精
神
障
害
者
の
居
宅
に
お
い
て
行
う
入
浴
、
排
せ
つ
及
び
食
事
等
に
関

す
る
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
訓
練
、
生
活
等
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
の
必
要
な

支
援

（
法
第
五
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
）

第
六
条
の
八

法
第
五
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
二
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、

専
ら
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
又
は
き
ゅ
う
師
の
資
格
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
次
条
に

規
定
す
る
便
宜
を
供
与
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
年
又
は
五
年
と
す
る
。

（
法
第
五
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
）

第
六
条
の
九

法
第
五
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
は
、
就
労
を
希
望
す
る
六
十
五
歳

未
満
の
障
害
者
で
あ
っ
て
、
通
常
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
見
込
ま
れ
る
も
の
に
つ
き
、
生
産
活

動
、
職
場
体
験
そ
の
他
の
活
動
の
機
会
の
提
供
そ
の
他
の
就
労
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要

な
訓
練
、
求
職
活
動
に
関
す
る
支
援
、
そ
の
適
性
に
応
じ
た
職
場
の
開
拓
、
就
職
後
に
お
け
る
職
場
へ
の
定
着
の

た
め
に
必
要
な
相
談
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
と
す
る
。

（
法
第
五
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
）

第
六
条
の
十

法
第
五
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
便
宜
と
す
る
。

一

就
労
継
続
支
援
Ａ
型

通
常
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
て
、
雇
用
契
約
に
基
づ
く
就
労

が
可
能
で
あ
る
者
に
対
し
て
行
う
雇
用
契
約
の
締
結
等
に
よ
る
就
労
の
機
会
の
提
供
及
び
生
産
活
動
の
機
会
の

提
供
そ
の
他
の
就
労
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
必
要
な
支
援

二

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

通
常
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
て
、
雇
用
契
約
に
基
づ
く
就
労

が
困
難
で
あ
る
者
に
対
し
て
行
う
就
労
の
機
会
の
提
供
及
び
生
産
活
動
の
機
会
の
提
供
そ
の
他
の
就
労
に
必
要

な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
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